
主催 :お きなわ子どもの人権を考える会

子どもの権利について考える
二 「子どもの権利条約」から学ぶ一

2011年 12月 1日現在

(チャイル ドラインおきなわ)

「責任を果たせないなら権利は与えない?」
「校則つて守らないといけない?」
「どうして学校の先生は体罰をするの?ど
「子どもぬきで決めないで1!」

参加者が主体的に問題提起をし、参加者同士の情報交換 ・話し合いを

する集まりです。「子どもの権利条約」に関心のある方なら、どなた

でも参加可能です。

○第 9 □  日 B 書打 2 月 1 7 日_ 饂蛾 1 3 : 3 0 ～1 6 : 3 0

場所 :沖縄県男女共同参画センター 「ているる」4階  研 修室 3

テーマ :「覇親事例から善える一学校内での掛じめにつしヽて』その2

0第 10団  国 時 :2012年 1月 21日 (土)13:30～ :6:30

場所 :沖縄県男女共同参画センター 「ているる」4階  研 修室 3

テーマ :未定

参加費 :500円 (48歳 以下無料)

申し込み必要です。申し込みはメール ・電話にてお願いします。

(※メールで申し込みの場合、件名に 「第△田子どもの権利集まり参力B」と入れてください。)

※ 日程・内容に変更がある場合は、おきなわ子どもの人権を考える会のプログに掲載します。

※ この集まりは 「チャイル ドラインおきなわ』受け手ボランティア養成講座

受講希望者のためのプレ講座をかねています。

「チャイル ドラインおきなわ」の受け手ボランティアをご希望の方は、「子

どもの権利について考える一 「子どもの権利条純どから学ぶ―Jの 集まりに

ぜひご参加ください。

※受け宇ボランティアとは、18歳 までの子ども専用電話 「チャイル ドライ
ンおきなわ」の電話を受ける播動をする無償のボランティアのことです。

※ 「チャイル ドライン」はNPO法 人チャイルドライン支援センターの

登録商標です。http7為wttch丑(出ne,o■jp/suppotter/

主催/申 込先/お 問い合わせ :おきなわ子どもの人権を考える会 事 務局

TttL:090-4516-5214
mati: okinawa―child―rightsOr4,dion,ne=jp
ブ田ゲ:httpi//blog.canpan.info/okinawa―kodomo/

Twitter : Ooki_childrights


